
スロベニアの統治機構 

内閣 
首相に加え，閣僚１６名（うち副首相兼務３名）。 

議会 
国民評議会（上院）４０名（任期５年） 
国民議会（下院）９０名（任期４年） 
・議長は各議会内で選出。 

政党党首間協議に
基づき首相を指名 
その後議会にて信任
投票。 

政策プログラム，
法案，予算案を
提出 

審議 
 

承認 

 議会選挙の要請。 
 選挙後第１回議会の招集。 
 法律の公布。 
 首相、憲法裁判所裁判官等の指名。 
 大使の任命及び解任。 
 軍の最高司令官（形式上）。 

大統領の権限 

首相の権限 

大統領 
・任期５年（最長２期）。 
・国民の直接選挙で選出。 

内閣不信任決議 
１０名以上の下院議員によ
る建設的不信任案（新首
相の指名）の提出後、全下
院議員の過半数以上の賛
成により可決（過去に４度
提出。）。 

大統領の告発 
大統領が憲法違反もしく
は法律の重大な違反を
犯した場合、議会は憲法
裁判所に告発する。 

 他閣僚と協力して政策及び政府方
針を策定・執行する。 

 他閣僚に所掌業務に関する拘束力
のある指示を与える。 

 国家安全保障理事会の招集。 

 議会の招集・統括。 
 議会で採択された法案への署名。 
 大統領選挙の要請。 

 大統領の死去・辞任に際する職務
代行。 

国民議会（下院）議長の権限 

下院の解散 
下院が首相の選出
に失敗した場合、大
統領は下院を解散
（首相に解散権な
し。）。 

• スロベニアの政体は、議院内閣制（大統領の権限が儀礼的なドイツ型）。 
• プロトコルオーダーは、大統領、国会議長、首相の順。 


